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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 3 月 8 日 ( 2 0 2 2 . 3 . 8 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
車 両 に 搭 載 さ れ る 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
１ 以 上 の 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す る こ と で 自 動 運 転 を 実 現 す る よ う に 構 成 さ れ た 自 動 運 転 制  
御 部 と 、
前 記 車 両 の ド ラ イ バ が 入 力 し た 目 的 地 を 設 定 す る 目 的 地 設 定 部 と 、
前 記 自 動 運 転 を 行 っ て い る 前 記 車 両 が 、 前 記 目 的 地 設 定 部 が 設 定 し た 前 記 目 的 地 ま で の 経  
路 に 沿 っ て 走 行 す る よ う に 前 記 車 両 を 案 内 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ た 経 路 案 内 部 と 、
前 記 自 動 運 転 制 御 部 が 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 を 設 定 す る よ う に 構 成 さ れ た 自 動 運 転 レ  
ベ ル 設 定 部 と 、
前 記 目 的 地 が 設 定 さ れ て い る か 否 か を 判 断 す る よ う に 構 成 さ れ た 目 的 地 判 断 部 と 、
を 備 え 、
前 記 経 路 案 内 部 は 、 前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 が 設 定 し た 前 記 自 動 制 御 機 能 の 実 行 に 必 要  
な 経 路 情 報 を 提 供 す る こ と に よ り 前 記 車 両 を 案 内 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 が 設 定 可 能 な 前 記 自 動 制 御 機 能 は 、 前 記 車 両 を 車 線 に 沿 っ て 走  
行 さ せ る 車 線 維 持 制 御 、 他 車 両 と 前 記 車 両 と の 車 間 距 離 を 制 御 す る 車 間 距 離 制 御 、 前 記 車  
両 に 車 線 変 更 を 行 わ せ る 車 線 変 更 制 御 、 前 記 車 両 に 右 折 又 は 左 折 を 行 わ せ る 右 左 折 制 御 、  
前 記 車 両 と 障 害 物 と の 衝 突 を 抑 止 す る た め に 前 記 車 両 の 操 舵 、 制 動 又 は 停 止 を 行 う 衝 突 抑  
止 制 御 、 及 び 前 記 車 両 を 目 標 駐 車 位 置 に 駐 車 さ せ る 駐 車 制 御 、 の う ち の い ず れ か ２ 以 上 を  
含 み 、 前 記 い ず れ か ２ 以 上 に は 前 記 右 左 折 制 御 が 含 ま れ 、
前 記 目 的 地 が 設 定 さ れ て い な い と 前 記 目 的 地 判 断 部 が 判 断 し た 場 合 、 前 記 自 動 運 転 レ ベ ル  
設 定 部 は 前 記 右 左 折 制 御 を 設 定 し な い よ う に 構 成 さ れ た 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
車 両 に 搭 載 さ れ る 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
１ 以 上 の 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す る こ と で 自 動 運 転 を 実 現 す る よ う に 構 成 さ れ た 自 動 運 転 制  



10

20

30

40

50

JP 2022-9211 A5 2022.3.16(2)

御 部 と 、
前 記 車 両 の ド ラ イ バ が 入 力 し た 目 的 地 を 設 定 す る 目 的 地 設 定 部 と 、
前 記 自 動 運 転 を 行 っ て い る 前 記 車 両 が 、 前 記 目 的 地 設 定 部 が 設 定 し た 前 記 目 的 地 ま で の 経  
路 に 沿 っ て 走 行 す る よ う に 前 記 車 両 を 案 内 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ た 経 路 案 内 部 と 、
前 記 自 動 運 転 制 御 部 が 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 を 設 定 す る よ う に 構 成 さ れ た 自 動 運 転 レ  
ベ ル 設 定 部 と 、
前 記 目 的 地 が 設 定 さ れ て い る か 否 か を 判 断 す る よ う に 構 成 さ れ た 目 的 地 判 断 部 と 、
を 備 え 、
前 記 経 路 案 内 部 は 、 前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 が 設 定 し た 前 記 自 動 制 御 機 能 の 実 行 に 必 要  
な 経 路 情 報 を 提 供 す る こ と に よ り 前 記 車 両 を 案 内 制 御 す る よ う に 構 成 さ れ 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 が 設 定 可 能 な 前 記 自 動 制 御 機 能 は 、 前 記 車 両 を 車 線 に 沿 っ て 走  
行 さ せ る 車 線 維 持 制 御 、 他 車 両 と 前 記 車 両 と の 車 間 距 離 を 制 御 す る 車 間 距 離 制 御 、 前 記 車  
両 に 車 線 変 更 を 行 わ せ る 車 線 変 更 制 御 、 前 記 車 両 に 右 折 又 は 左 折 を 行 わ せ る 右 左 折 制 御 、  
前 記 車 両 と 障 害 物 と の 衝 突 を 抑 止 す る た め に 前 記 車 両 の 操 舵 、 制 動 又 は 停 止 を 行 う 衝 突 抑  
止 制 御 、 及 び 前 記 車 両 を 目 標 駐 車 位 置 に 駐 車 さ せ る 駐 車 制 御 、 の う ち の い ず れ か ２ 以 上 を  
含 み 、 前 記 い ず れ か ２ 以 上 に は 前 記 右 左 折 制 御 が 含 ま れ 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 は 、 前 記 車 両 の モ ー ド を 、 ２ 以 上 の 前 記 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す  
る 高 度 自 動 化 モ ー ド と 、 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 の 種 類 が 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド よ り 少  
な く 且 つ １ 以 上 で あ る 基 本 モ ー ド と の う ち の 一 方 か ら 他 方 へ 切 り 替 え 可 能 で あ る よ う に 構  
成 さ れ 、
前 記 基 本 モ ー ド で 実 行 さ れ る 前 記 自 動 制 御 機 能 は 、 前 記 車 線 維 持 制 御 、 及 び 、 前 記 車 間 距  
離 制 御 を 含 み 、
前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド で 実 行 さ れ る 前 記 自 動 制 御 機 能 は 、 前 記 車 線 維 持 制 御 、 前 記 車 間 距  
離 制 御 、 及 び 、 前 記 右 左 折 制 御 を 含 む 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 ２ に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド で 実 行 さ れ る 前 記 右 左 折 制 御 は 、 前 記 目 的 地 が 設 定 さ れ て い な い と  
前 記 目 的 地 判 断 部 が 判 断 し た 場 合 、 前 記 車 両 を 道 な り に 走 行 さ せ る 制 御 で あ る 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 は 、 前 記 車 両 の モ ー ド を 、 ２ 以 上 の 前 記 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す  
る 高 度 自 動 化 モ ー ド と 、 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 の 種 類 が 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド よ り 少  
な く 且 つ １ 以 上 で あ る 基 本 モ ー ド と の う ち の 一 方 か ら 他 方 へ 切 り 替 え 可 能 で あ る よ う に 構  
成 さ れ 、
前 記 目 的 地 判 断 部 は 、 前 記 基 本 モ ー ド が 設 定 さ れ て い る と き に 、 前 記 車 両 の ド ラ イ バ が 自  
動 運 転 起 動 ス イ ッ チ を 操 作 し た か 否 か を 判 断 し 、 前 記 ド ラ イ バ が 前 記 自 動 運 転 起 動 ス イ ッ  
チ を 操 作 し た と 判 断 し た 場 合 に 、 前 記 目 的 地 が 設 定 さ れ て い る か 否 か を 判 断 し 、
前 記 目 的 地 が 設 定 さ れ て い る と 前 記 目 的 地 判 断 部 が 判 断 し た 場 合 、 前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設  
定 部 は 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド を 設 定 す る 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 は 、 前 記 車 両 の モ ー ド を 、 ２ 以 上 の 前 記 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す  
る 高 度 自 動 化 モ ー ド と 、 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 の 種 類 が 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド よ り 少  
な く 且 つ １ 以 上 で あ る 基 本 モ ー ド と の う ち の 一 方 か ら 他 方 へ 切 り 替 え 可 能 で あ る よ う に 構  
成 さ れ 、
前 記 基 本 モ ー ド が 設 定 さ れ て い る と き に 、 前 記 車 両 の ド ラ イ バ の 操 作 状 態 が 正 常 で あ る か  
否 か を 判 断 す る 操 作 状 態 判 断 部 を さ ら に 備 え 、
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前 記 操 作 状 態 が 正 常 で あ る と 前 記 操 作 状 態 判 断 部 が 判 断 し た 場 合 、 前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設  
定 部 は 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド を 設 定 す る 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 は 、 前 記 車 両 の モ ー ド を 、 ２ 以 上 の 前 記 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す  
る 高 度 自 動 化 モ ー ド と 、 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 の 種 類 が 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド よ り 少  
な く 且 つ １ 以 上 で あ る 基 本 モ ー ド と の う ち の 一 方 か ら 他 方 へ 切 り 替 え 可 能 で あ る よ う に 構  
成 さ れ 、
前 記 車 両 の 乗 員 が シ ー ト ベ ル ト を 装 着 し て い る か 否 か を 判 断 す る シ ー ト ベ ル ト 判 断 部 を さ  
ら に 備 え 、
前 記 基 本 モ ー ド が 設 定 さ れ て い る と き に 、 前 記 乗 員 が シ ー ト ベ ル ト を 装 着 し て い る と 前 記  
シ ー ト ベ ル ト 判 断 部 が 判 断 し た 場 合 、 前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 は 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド  
を 設 定 す る 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
前 記 自 動 運 転 レ ベ ル 設 定 部 は 、 前 記 車 両 の ド ラ イ バ が 自 動 運 転 起 動 ス イ ッ チ を 操 作 し て か  
ら 目 的 地 に 到 達 す る ま で 、 前 記 車 両 の モ ー ド を 、 ２ 以 上 の 前 記 自 動 制 御 機 能 を 実 行 す る 高  
度 自 動 化 モ ー ド と 、 実 行 す る 前 記 自 動 制 御 機 能 の 種 類 が 前 記 高 度 自 動 化 モ ー ド よ り 少 な く  
且 つ １ 以 上 で あ る 基 本 モ ー ド と の う ち の 一 方 か ら 他 方 へ 切 り 替 え 可 能 で あ る よ う に 構 成 さ  
れ た 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
歩 行 者 の 飛 び 出 し を 検 知 す る 検 知 部 を さ ら に 備 え る 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 ８ に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 で あ っ て 、
前 記 検 知 部 が 歩 行 者 の 飛 び 出 し を 検 知 し た 場 合 、 ヘ ッ ド ア ッ プ デ ィ ス プ レ イ を 用 い て ダ ミ  
ー の 歩 行 者 画 像 を 表 示 す る 表 示 部 を さ ら に 備 え る 、
自 動 運 転 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 自 動 運 転 制 御 装 置 を 備 え る 車 両 。
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